[bookmark: _8uqmllv2hc6c]レンタカー貸渡契約書

**貸渡人（以下「甲」という。）と借受人（以下「乙」という。）**は、甲が所有又は管理するレンタカーの貸渡しについて、次のとおりレンタカー貸渡契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _mb8gfim7kzrf]第1条（目的）
本契約は、甲が乙に対しレンタカーを貸し渡し、乙がこれを使用する条件及び双方の権利義務を定めることを目的とする。

[bookmark: _tawizu7gvcxm]第2条（貸渡車両）
1. 甲は、次の車両（以下「本車両」という。）を乙に貸し渡す。
（1）車種
（2）登録番号
（3）車台番号
（4）初度登録年月
（5）その他車両を特定する事項
2. 貸渡期間、貸渡場所及び返却場所は、別紙又は貸渡証に定めるとおりとする。

[bookmark: _n25a1pr1k7jj]第3条（貸渡期間）
1. 貸渡期間は、契約書又は貸渡証に記載された開始日時から返却日時までとする。
2. 乙が貸渡期間の延長を希望する場合は、返却予定日時までに甲の承諾を得なければならない。
3. 甲は予約状況その他の事情により、延長を承諾しないことができる。

[bookmark: _tnn5cbphc7t5]第4条（貸渡料金）
1. 乙は、甲に対し、次の料金を支払う。
（1）基本貸渡料金
（2）延長料金
（3）オプション料金
（4）燃料費その他契約に基づく費用
（5）消費税その他法令に基づく税金
2. 支払方法は、現金、クレジットカードその他甲が指定する方法による。
3. 支払済み料金は、本契約又は法令に別段の定めがある場合を除き返還しない。

[bookmark: _qt0fhjkti87]第5条（車両の引渡し）
1. 甲は、本車両を通常の使用に支障のない状態で乙に引き渡す。
2. 乙は、引渡時に車両の状態を確認し、異常を発見した場合は直ちに甲へ申し出るものとする。

[bookmark: _fypcj5im07o]第6条（使用目的）
乙は、本車両を適法かつ通常のレンタカー利用目的に限って使用するものとし、法令、公序良俗又は本契約に反する用途に使用してはならない。

[bookmark: _igu9yh7fx9sl]第7条（運転者）
1. 本車両を運転できる者は、甲へ届け出た運転者に限る。
2. 運転者は有効な運転免許証を保有しなければならない。
3. 無免許運転、飲酒運転、薬物の影響下での運転その他法令違反となる運転をしてはならない。

[bookmark: _s5hqr4av9pyz]第8条（禁止事項）
乙は、次の各号の行為を行ってはならない。
（1）第三者への転貸又は使用貸借
（2）競技、レース、速度試験その他危険な用途への使用
（3）法令に違反する用途
（4）改造、分解又は装備品の取り外し
（5）甲の承諾なく国外へ持ち出すこと
（6）犯罪その他反社会的行為への利用
（7）その他甲が不適切と判断する使用

[bookmark: _gmnae7py1u37]第9条（車両の管理）
1. 乙は、善良な管理者の注意をもって本車両を使用及び保管する。
2. 駐車時には施錠その他盗難防止措置を講じるものとする。
3. 車内に貴重品等を放置してはならない。

[bookmark: _kyf2dte844vp]第10条（燃料）
1. 乙は、返却時までに甲が指定する条件に従い燃料を補給する。
2. 燃料補給が行われていない場合は、甲所定の燃料代及び給油手数料を支払う。

[bookmark: _h2cndonzy766]第11条（事故等の対応）
1. 事故、盗難、故障その他異常が発生した場合、乙は直ちに次の措置を講じる。
（1）負傷者の救護
（2）警察その他関係機関への届出
（3）甲への速やかな連絡
（4）事故状況の報告
2. 乙は甲の指示なく示談その他の法的処理を行ってはならない。

[bookmark: _i5l54kv4bfvd]第12条（故障及び修理）
1. 故障が発生した場合は直ちに甲へ連絡する。
2. 甲の承諾なく修理を依頼してはならない。
3. 緊急やむを得ない場合を除き、修理費用は甲の承諾がある場合のみ負担対象となる。

[bookmark: _f4s9sxbylssq]第13条（保険及び補償）
1. 本車両には甲所定の自動車保険又は共済が付保される。
2. 保険金が支払われない損害及び免責金額については乙が負担する。
3. 保険約款の免責事由に該当する場合は乙が責任を負う。

[bookmark: _ahjqftg4xme5]第14条（損害賠償）
1. 乙の責めに帰すべき事由により本車両が損傷し、滅失し又は第三者へ損害を与えた場合、乙はその損害を賠償する。
2. 営業補償その他実際に発生した損害についても乙は負担する。

[bookmark: _m1vfu6j20cm5]第15条（違約金）
乙が返却遅延、無断延長その他本契約に違反した場合は、甲所定の違約金及び追加料金を支払う。

[bookmark: _84iekr8hjnu1]第16条（返却）
1. 乙は貸渡期間満了までに指定場所へ返却する。
2. 返却時は通常使用による損耗を除き、貸渡時と同等の状態で返却する。
3. 忘れ物は一定期間保管後、甲の判断で処分できる。

[bookmark: _1khl12v886bz]第17条（中途解約）
1. 乙は甲の承諾を得て中途解約することができる。
2. 中途解約の場合でも甲所定の取消料又は解約料が発生することがある。

[bookmark: _ywbhwpv3vuvs]第18条（契約解除）
甲は乙が次の各号に該当した場合、催告なく本契約を解除できる。
（1）本契約に違反したとき
（2）貸渡料金を支払わないとき
（3）法令違反又は危険運転を行ったとき
（4）反社会的勢力であることが判明したとき
（5）その他契約継続が困難であると甲が合理的に判断したとき

[bookmark: _g9071jnhdjod]第19条（反社会的勢力の排除）
1. 甲及び乙は、自ら及びその役員等が反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。
2. 相手方が反社会的勢力に該当した場合、何らの催告なく契約を解除できる。

[bookmark: _ik595ja7o6p7]第20条（個人情報の取扱い）
甲は、乙の個人情報を貸渡業務、事故対応、法令上必要な手続その他契約履行に必要な範囲で利用する。

[bookmark: _ea0f9jfjs1nz]第21条（不可抗力）
天災、感染症、戦争、法令改正その他当事者の責めによらない事由により契約の履行が困難となった場合、当事者はその責任を負わない。

[bookmark: _j60lnnj9st4l]第22条（権利義務の譲渡禁止）
乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は権利義務を第三者へ譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。

[bookmark: _gi7y84ivhrlg]第23条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は解釈について疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決する。

[bookmark: _cz9b82lyjnre]第24条（準拠法及び合意管轄）
1. 本契約は日本法に準拠する。
2. 本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

[bookmark: _k4suztgcd8on]契約締結
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印又は署名のうえ、各1通を保有する。
[bookmark: _bbgwzd8mkpz6]
[bookmark: _m9j02ire4311]
[bookmark: _i3h7avj08dkf]
[bookmark: _fj03shgt6f4v]
[bookmark: _ilsatby0f8ot]甲（貸渡人）
所在地：

会社名：

代表者：

[bookmark: _8ypq75bgl7h8]乙（借受人）
住所：

氏名：

生年月日：

電話番号：

運転免許証番号：

